
　環境に対する取り組みを実効的に行うには、「環境

マネジメントシステム」の構築が有効であると当社で

は考えています。この考えに基づき、当社グループで

はＩＳＯ14001の認証取得を推進してきました。 

　当社国内事業所・主要国内グループ会社については、

1997年の日東電工エレクトロニクス九州（株）（当時

の当社九州事業所）を皮切りに、2001年3月までにす

べての事業所で認証取得を完了し、海外グループ会社

についても、現在7社が認証を取得しています。今後も

順次、計画的に認証取得を進めていきます。 

日東電工では、1996年に「環境基本方針」を制定しました。これに基づき、 

資源生産性と企業成長が両立する環境経営を目指して活動を推進しています。 

 

　経営者レベルでは、毎年3月に「グループ＆グロー

バル会議」を開催し、その年度における環境に対する

方針、取り組みの周知徹底を行っています。 

　また、担当者レベルでは、「グループ環境安全委員会」

「環境安全グローバル会議」（P.14参照）において情報

の共有化を図っています。 

国内全事業所でＩＳＯ１４００１認証取得 
今後は海外グループ各社での取得を目指します 
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環境基本方針 

私達の住むかけがえのない地球を守り、次世代に引き継いでいくために、 

地球環境の保全は人類共通の最重要課題であることの認識のもとに、 

日東電工グループは「新しい価値の創造」を通じ、 

企業活動のあらゆる面で地域から地球規模までの環境に配慮し、行動する。 

理　念 

環境基本方針 

企業活動と自然との調和を目指します。 

環境経営をすみやかに実施できる体制を確立 

●環境マネジメント推進体制図 

環境部門 

製造部門 

品質保証部門 

開発部門 

生産技術部門 

総務部門 

資材部門 

サポート部門 

環境安全 
担当役員 

管理 
責任者 

事業所長 
事業 
部（門） 

社長 

経営戦略会議 

環境安全 
グローバル会議 

内部環境 
監査員 

環境安全グローバル会議（１回／年） 

当社グループの環境安全年度方針、年度

基本計画、中期基本計画を事業所、各社

拠点に周知するとともに、個々の計画に

反映することを指示します。 

グループ環境安全委員会（4回／年） 

環境安全年度基本計画、中期基本計画を

審議するとともに、実行上の課題を共有

化し、解決に対する意見交換を行います。

委員会での審議・決議事項で重要案件と

して経営上の判断を要するものは、経営

戦略会議での決議事項とし、承認後実行

に移されます。 

環境技術部 

国内事業所、国内グループ会社、海外グルー

プ会社に設置されている環境安全部署

を統括。環境に関する情報の収集、当社

グループの環境に関する管理および技

術面からのサポートを行っています。環

境安全担当役員の直下に置かれており、トッ

プの意向を迅速に反映し、行動しています。 

環境技術部 

グループ 
環境安全委員会 

事業所 
環境委員会 

日東電工の 
環境報告 

●ISO14001認証取得状況 

日東電工単体 グループ会社 

事業所名 登録日 

1998年 

1998年 

1998年 

1998年 

1998年 

1999年 

2000年 

1月 

4月 

7月 

9月 

10月 

3月 

7月 

滋賀事業所 

亀山事業所 

尾道事業所 

関東事業所 

東北事業所 

豊橋事業所 

本社地区事業所 

会社名 登録日 

1997年 

1998年 

1999年 

1999年 

1999年 

2000年 

2000年 

2000年 

2001年 

2001年 

2001年 

2003年 

2003年 

2003年 

2003年 

12月 

9月 

5月 

9月 

9月 

5月 

6月 

6月 

2月 

3月 

3月 

3月 

6月 

11月 

11月 

日東エレクトロニクス九州（株） 

日東シンコー（株）　本社事業所 

パーマセル 

日東電工エレクトロニクスマレーシア 

日東電工マテリアルズマレーシア 

共信（株） 

日東電工マテックス（株） 

マテックス加工（株） 

（株）ニトムズ　豊橋事業所 

日東ライフテック（株） 

日昌（株）　本社／営業 

日東電工オーストラリア 

日東ヨーロッパ 

日東電工マテリアルタイランド 

日東電工タイランド 

日東電工グループ　内部環境監査員 

環境マネジメントシステムを整備し、効果的な環境保全

活動を実現する。 

企業活動による環境影響を的確に把握し、技術的、経済的

に可能な範囲で環境目的・目標を定め、計画的な取り組み

をし、環境保全活動の継続的改善を図る。 

環境負荷の低減を指向した製品開発、技術開発を行う。 

省資源、省エネルギー、産業廃棄物の削減、リサイクルの

推進に企業活動のあらゆる面で取り組む。 

環境に負荷を与える物質については可能な限り、代替え

技術の開発による削減及び排出の抑制を図り、環境負荷

の低減に努める。 

環境に関する法律、規制、協定などを遵守するとともに、

必要に応じ自主基準を設定し、環境保全に努める。 

環境に関する教育、広報活動に努め、全従業員に「環境基

本方針」の理解と意識の向上を図り、実践に結びつける。 

環境監査を定期的に実施し、環境管理レベルの維持、向

上に努める。 

環境に有益な技術、情報は必要に応じ公開し、社会に貢献

する。 
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事業活動のマテリアルフロー 

事故の状況 

   

 

 

　当社では環境監査の目的と方法を「総合安全会社

規程集」によって詳細に定め、厳正な監査を実施して

います。2003年度までは監査範囲を当社単体と国

内主要グループ3社のみとしていましたが、2004年

度からは国内および海外グループ会社に対象を拡大し、

環境監査を実施していきます。 

　なお、監査結果は、重大な不適合、軽微な不適合、要

改善事項に区分して管理し、「不適合指摘事項」につい

ては是正計画を立てて実施します。さらに、「改善事項」

については、次回監査時に改善結果を確認します。 

　当社では、事業活動において関連するすべての環境

関連法令や協定の遵守を徹底しています。各事業所

では、法令や協定の要求事項を事業所運用基準に反

映させて管理すると同時に、環境監査での二重確認を

徹底しています。 

　基準値の設定にあたっては、各種公的規制値よりも

厳しいレベルの自主基準値を設け、その基準値を超え

た場合には各事業所にて至急対策を講じます。 

　また、新たに適用される重要な法令などについては、

全社組織である環境技術部より国内外の事業所に情

報提供しています。 

 

 

 

 

 

　全米に流通するすべての当社製品について、世界

で最も環境規制が厳しいとされるカリフォルニア州

の「プロポジション65」で定められた警告表示を実施

しています。 

　また、ＥＵ諸国においては「欧州危険物質使用制限

指令」（ＲｏＨＳ）に基づき、禁止物質を使用している製

品すべてを洗い出し、禁止物質を含有している製品に

対しては、代替物質へと変更しています。 

　さらに、ＥＵ諸国以外に流通する製品に関しても、可

能な限り代替物質への変更に努めています。 

 

 

 

 

 

　環境安全に関する活動を徹底するためには従業員

一人ひとりの意識の向上と技能・知識の習得が不可欠です。 

　そこで当社では「総合安全会社規程集」に「環境に

関する教育訓練規程」を定め、従業員に対する一般的

な導入教育から専門領域にわたる特別教育までの環境

教育を実施しています。 

　また、当社の従業員ではなくとも、当社より委託した

業務を行う要員に対しては、必要な教育・訓練を実施し

ています。 

　さらに、環境に著しい影響を与えるような作業（特定

施設、水処理施設、焼却施設の運転等）を業務委託する

場合は、契約者に対して必要な訓練を実施したことを

保証する文書の提出を求めています。 

 

 

 

 

　当社では環境リスクの最小化のために、有害物質の

低減・管理を徹底しています。水の汚染防止については、

有機溶剤・重油等・アルカリ・酸の流出に備えて、油漏れ

検知器やｐＨ計を各排水経路に設置し、常時監視してい

ます。異常発生が検知されると、専門部署が排水を緊急

遮断して公共水域への流出を防ぐとともに、汚染物質

の除去を行います。その後、検査により安全確認をした

うえで排水を再開します。 

　また、有機溶剤の大気排出を抑えるための溶剤回収

装置や脱臭炉については、異常を検知すると警報器が

作動し、専門部署が適切な処置を行います。 

　さらに土壌の汚染防止については、考えられるすべ

ての緊急事態を想定して、汚染物質の種類ごとに対応

をマニュアル化し、緊急時の即応体制を整えています。 

 

 

 

　2003年度において、環境事故は発生していません。 

従業員および当社業務を遂行する 
すべての要員に 
環境教育を義務づけています 

国内外のグループ会社まで 
対象範囲を広げ、 
厳正な環境監査を実施します 

カリフォルニア州、EU諸国などの 
厳しい環境法令にも 
厳正に対応しています 

環境関連法規制については二重確認し、 
法令遵守を徹底しています 

万一の事態を想定して、 
環境リスクの最小化を図ります 

環境基本方針 

　当社の2003年度の原材料（合成樹脂や紙、ゴムなど）

の購入量は158,870t（内、有機溶剤29,870t）、エネ

ルギーの使用量は113,302kR（原油換算量）でした。

これらをもとに生産活動を行い、廃棄物は原材料とし

て再利用（マテリアルリサイクル）するとともに、燃料化

することで熱エネルギーを回収（サーマルリサイクル）

しています。 

　また、有機溶剤については、回収装置による回収と、

脱臭炉による焼却分解を行い、そのとき生じた熱エネル

ギーを回収し、再利用しています。用水についても洗浄

水などを回収して再利用しています。 

　この結果、2003年度の製品出荷量96,226t、廃棄

処分量31,186t、溶剤大気放出量1,122t、CO2排出

量340,860t-CO2、排水量315万tとなりました。また、

再利用されたエネルギー量は37,756kR（原油換算量）

でした。 

マテリアルリサイクル 
 

（溶剤リサイクル約11,000ｔ含む） 

エネルギーリサイクル 

INPUT OUTPUT

●2003年度マテリアルフロー 

エネルギー使用量 
113,302kR
（原油換算量）

原材料購入量 
（溶剤含む） 
158,870t

水使用量 
3,945,000t

CO2排出量 
340,860t-CO2

廃棄処分 
31,186t

製　品 
96,226t

排水量 
3,154,000t

溶剤大気排出量 
1,122t

溶剤購入量 29,870t
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製　造 
プロセス 

30,336t

溶剤と産廃の 
焼却量 

12,612t

マテリアル 
リサイクル投入量 

12,612t

マテリアル 
リサイクル量 

37,756kR
（原油換算量）

エネルギー 
リサイクル量 

（サーマルリサイクル） 




